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簡易ＤＢ発注方式の試行における概算数量設計の積算基準書 

 

 この基準書は、横須賀市上下水道局が試行する簡易ＤＢ発注方式で発注する配水管等の管路工

事を対象とし、当初設計及び設計変更の積算を円滑に進めるために、概算数量設計による積算に

関する基準を定めるものとする。この基準書に定めのない事項は、詳細設計による積算となり、

設計変更の際は、本方式によらない場合と同様、監督員との協議により決定する。 

 

１ 試掘工 

（１）土工 

ア 当初設計 

小工事区間毎、100ｍあたり 3箇所（小数点以下切り上げ）とする。1箇所あたり標準

掘削寸法を表１に示す。 

 

 

名称 幅(m) 延長(m) 深さ(m) 

試掘調査工 1 1 1.5 

 

   イ 設計変更 

実績で設計変更する。 

 

２ 配水管布設工 

（１）材料費 

ア 当初設計 

標準的に使用が見込まれる材料を計上する。仕切弁等の付帯設備及び不断水工法に係る

材料等は、必要数量を計上する。 

   イ 設計変更 

請負者が行う管路設計により算出された材料で設計変更する。 

（２）土工 ※配水管撤去工を含む 

ア 当初設計 

新設管の土被りを最小値、撤去管の土被りを 1.2ｍとし、新設撤去同一掘削断面を標準

とする。ただし、現場条件等により新設と撤去が別断面となる場合は、断面図や詳細図を

作成し指定事項とする。土被りの最小値は、「簡易 DB発注方式の試行における設計基準

書」を参照すること。標準掘削断面パターンを図１に示す。 

 

表１ 試掘調査工 1箇所あたり標準掘削寸法 
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※1 新設撤去同一掘削断面は、新設と撤去で大きい口径の掘削幅を優先する。 

 

 

 

また、断水連絡工等の付帯土工標準寸法を表２に示す。 

 

 

名称 口径（mm） 幅(m) 延長(m) 深さ(m) 土被り(m) 

空気弁・消火栓撤去工 副弁有り 1.8 2.8 1.5 - 

空気弁・消火栓撤去工 副弁無し 1.8 1.8 1.5 - 

断水連絡工 50～100 1 1.4 1.47 1.2 

断水連絡工 150～300 1.5 2 1.73 1.2 

断水連絡工 400～600 2 2.6 2.43 1.2 

不断水連絡用土工_割丁字 75-200*75-100 1.25 1 1.95 1.2 

不断水連絡用土工_割丁字 150-200*150-200 1.3 1 1.95 1.2 

不断水連絡用土工_割丁字 250-350*75-150 1.25 1.15 2.1 1.2 

不断水連絡用土工_割丁字 250-350*200-300 1.6 1.15 2.1 1.2 

不断水連絡用土工_割丁字 400-500*75-250 1.7 1.6 2.75 1.2 

不断水連絡用土工_割丁字 400-500*300-500 2.1 1.6 2.75 1.2 

不断水連絡用土工_割丁字 600-800*75-400 2.2 2 3.1 1.2 

不断水連絡用土工_割丁字 600-800*450-600 2.5 2 3.1 1.2 

不断水連絡用土工_溶接短管 75-200*75-200 1.5 1 2 1.2 

口径（㎜) 50 75 100 150 200 300 400 

Ｄ（㎝） 60 60 60 60 60 70 － 

Ｄ（㎝）※矢板 90 90 90 90 90 90 100 

図１ 配水管布設撤去工標準掘削断面パターン 

表２ 付帯土工１箇所当たり標準掘削寸法 
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不断水連絡用土工_溶接短管 250-350*75-300 1.7 1 2.15 1.2 

不断水連絡用土工_溶接短管 400-500*75-300 1.7 1 2.6 1.2 

不断水連絡用土工_溶接短管 600-1000*75-300 1.7 1 2.85 1.2 

不断水連絡用土工_溶接短管 400-500*400-500 1.9 1 2.6 1.2 

不断水連絡用土工_溶接短管 600-1000*400-600 2 1 3 1.2 

不断水簡易仕切弁設置 75 1 1 1.44 1.2 

不断水簡易仕切弁設置 100 1 1 1.47 1.2 

不断水簡易仕切弁設置 150 1.1 1 1.52 1.2 

不断水簡易仕切弁設置 200 1.3 1 1.7 1.2 

不断水簡易仕切弁設置 250 1.4 1.2 1.77 1.2 

不断水簡易仕切弁設置 300 1.5 1.2 1.92 1.2 

不断水簡易仕切弁設置 400 2.2 1.5 2.03 1.2 

不断水簡易仕切弁設置 500 2.4 2 2.13 1.2 

※床付から土被り+0.3ｍまでは良質土による埋戻しとする。 

 

   イ 設計変更 

標準掘削断面パターン並びに新設管及び撤去管の延長並びに土被り並びに舗装構成を

設計変更の対象とし、実績で設計変更する。掘削幅（D）は、現場条件により矢板による

土留が追加（削除）された場合等に設計変更の対象とする。付帯土工は、箇所数、舗装

構成を設計変更の対象とし、実績で設計変更する。標準掘削寸法は、原則、設計変更の

対象としない。なお、ここに記載のない土工は、監督員との協議により決定する。 

 

（３）管工 

ア 当初設計 

標準的に見込まれる施工費（据付、被覆、接合、管切断、挿し口加工等）を包括したメ

ートル当たりの特有基礎単価を作成し、当初見込みの施工延長分を計上する。仕切弁等の

付帯設備の設置及び不断水工法に係る施工費等は、必要数量を計上する。 

   イ 設計変更 

メートル当たり特有基礎単価の施工延長を設計変更の対象とし、特有基礎単価の金額は、

原則設計変更の対象としない。仕切弁等の付帯設備の設置等は、実績で設計変更する。 

 

３ 公道内給水管接続替工 

（１）材料費 

ア 当初設計 

標準的に使用が見込まれる材料を計上する。 

   イ 設計変更 

契約後に監督員が提示する資料に基づき請負者が照査を行い、実績で設計変更する。 
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（２）土工 

ア 当初設計 

１箇所あたりの延長を 1.4ｍとし、表３に示した公道内給水管接続替工の標準掘削断面

により概算数量を算出する。 

 

   

名称 幅(m) 管土被り(m) 新設管外径(mm) 

公道内給水管接続替工 0.5 0.8 30 

 

 イ 設計変更 

契約後に監督員が提示する資料に基づき請負者が照査を行い、実績延長で設計変更する。

舗装構成は、設計変更の対象とし、実績で設計変更する。標準掘削断面は、設計変更の対

象としない。 

（３）管工 

ア 当初設計 

「水道工事共通代価表」に記載されている給水管接続替工の中から代表的な代価を計上

する。 

   イ 設計変更 

契約後に監督員が提示する資料に基づき請負者が照査を行い、実績で設計変更する。

計上する代価は、原則、「水道工事共通代価表」に記載されている給水管接続替工に限る

が、これによりがたい場合は、監督員との協議により、他の代価および単価とすることが

できる。 

 

４ 宅地内給水管接続替工 

（１）土工 

ア 当初設計 

宅地内の舗装は、当初設計では計上しない。１箇所あたり土量を表４に示す。 

 

 

施工箇所 土量(m³) 

止水栓部 0.273 

メーター部 0.41 

 

   イ 設計変更 

     契約後に監督員が提示する資料に基づき請負者が照査を行い、実績箇所数で設計変更

する。１箇所あたりの土量は、設計変更の対象としない。また、宅地内がコンクリート

またはアスファルト舗装の場合、計上する代価は、表５に示した代価を標準とするが、こ

表３ 公道内給水管接続替工１箇所あたり標準掘削断面 

表４ 宅地内給水管接続替工１箇所あたり土量 
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れによりがたい場合は監督員と協議により決定する。標準掘削寸法は、原則、設計変更の

対象としない。 

 

 

 

表層 規格 備考 

コンクリート無筋・鉄筋構造物 
人力打設 18-8-25（20）（高炉） 

一般養生、小運搬なし 

コンクリートは W/C指定なし 

小型車割増あり 

表層工（人力施工） 
再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ  

仕上げ厚 5㎝ 車道及び路肩 

アスファルトは小型車割増あり 

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄは PK3 1.2L/m² 

 

（２）管工 

ア 当初設計 

「水道工事共通代価表」に記載されているメーター移設工の中から代表的な代価を計上 

する。 

   イ 設計変更 

     契約後に監督員が提示する資料に基づき請負者が照査を行い、実績で設計変更する。計

上する代価は、原則、「水道工事共通代価表」に記載されているメーター移設工に限るが、

これによりがたい場合は監督員との協議により、他の代価および単価とすることができる。 

 

５ 路面復旧工 

（１）土工 

ア 当初設計 

ＣＡＤによる求積や航空写真等を基に、算出された数量を計上する。 

   イ 設計変更 

管路工事完了後に請負者が行う設計図書の照査結果に基づき、実績数量で設計変更す

る。また、当初設計と現地の舗装構成に差異があった場合、舗装構成を設計変更の対象

とする。 

表５ 宅地内舗装の使用代価 


